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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
四
号

消
費
生
活
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
号
）
第
五
十
条
の
十
二
第
一
項
及
び
消
費
生
活
協
同
組
合
法

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
大
蔵
省
令
、
法
務
庁
令
、
厚
生
省
令
、
農
林
省
令
第
一
号
）
第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
消
費
生
活
協
同
組
合
に
お
け
る
共
済
計
理
人
の
確
認
の
基
準
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
四
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
告
示
に
よ
る

改
正
後
の
消
費
生
活
協
同
組
合
に
お
け
る
共
済
計
理
人
の
確
認
の
基
準
は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
後
に
終
了
す
る
事

業
年
度
に
係
る
事
項
に
関
す
る
共
済
計
理
人
の
職
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
定
義
）

（
定
義
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り

６

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
」
と
は
、
利

」
と
は
、
基
準
時
点
前
の
直
近
に
発
行
さ
れ
た
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
を
そ
の

付
国
庫
債
券
（
十
年
）
を
そ
の
発
行
時
か
ら
償
還
時
ま
で
保
有
し
た
場
合
に
お
い

発
行
時
か
ら
償
還
時
ま
で
保
有
し
た
場
合
に
お
い
て
得
ら
れ
る
利
回
り
を
い
う
。

て
得
ら
れ
る
利
回
り
を
い
う
。

７

こ
の
告
示
に
お
い
て
「
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）
応
募
者
利
回

（
新
設
）

り
」
と
は
、
基
準
時
点
前
の
直
近
に
発
行
さ
れ
た
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）
を

そ
の
発
行
時
か
ら
償
還
時
ま
で
保
有
し
た
場
合
に
お
い
て
得
ら
れ
る
利
回
り
を
い

う
。

８

（
略
）

７

（
略
）

（
一
号
収
支
分
析
の
実
施
）

（
一
号
収
支
分
析
の
実
施
）

第
四
条

一
号
収
支
分
析
は
毎
事
業
年
度
行
う
も
の
と
し
、
一
号
収
支
分
析
が
対
象

第
四
条

一
号
収
支
分
析
は
毎
事
業
年
度
行
う
も
の
と
し
、
一
号
収
支
分
析
が
対
象

と
す
る
期
間
（
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
「
一
号
分
析
期
間
」
と
い
う
。
）

と
す
る
期
間
（
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い
て
「
一
号
分
析
期
間
」
と
い
う
。
）

は
、
基
準
時
点
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
及
び
基
準
時
点
か
ら
全
て
の
共
済
契
約

は
、
基
準
時
点
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
と
す
る
。

が
消
滅
す
る
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
全
期
間
」
と
い
う
。
）
の
二
種
類
と
す
る
。

２

共
済
計
理
人
が
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

（
新
設
）

ら
ず
、
全
期
間
で
は
な
い
期
間
を
一
号
分
析
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
全
期
間
に
代
え
て
、
全
期
間
で
は
な
い
期
間

を
一
号
分
析
期
間
と
す
る
旨
及
び
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
附
属
報
告

書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
全
期
間
で
は
な
い
期
間
を
一
号
分
析
期
間
と
す
る
場
合
に

（
新
設
）

お
け
る
第
六
条
第
六
項
、
第
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
同
条
第
七
項
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
全
期
間
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
条
第
二

項
に
お
い
て
規
定
す
る
一
号
分
析
期
間
」
と
す
る
。
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４

一
号
収
支
分
析
は
、
共
済
事
業
の
種
類
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

一
号
収
支
分
析
は
、
共
済
事
業
の
種
類
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

共
済
計
理
人
が
特
に
必
要
と
判
断
す
る
場
合
は
、
さ
ら
に
細
分
化
し
た
共
済
契
約

の
群
団
ご
と
に
一
号
収
支
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
共
済
計
理
人
が

合
理
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
は
、
複
数
の
共
済
事
業
の
種
類
を
ま
と
め
て
一

号
収
支
分
析
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

５

共
済
計
理
人
が
特
に
必
要
と
判
断
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

（
新
設
）

、
更
に
細
分
化
し
た
共
済
契
約
の
群
団
ご
と
に
一
号
収
支
分
析
を
行
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
更
に
細
分
化
し
た
共
済
契
約
の

群
団
ご
と
に
一
号
収
支
分
析
を
行
う
旨
及
び
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を

附
属
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

共
済
計
理
人
が
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か

（
新
設
）

わ
ら
ず
、
複
数
の
共
済
事
業
の
種
類
を
ま
と
め
て
一
号
収
支
分
析
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
複
数
の
共
済
事
業
の
種
類
を

ま
と
め
て
一
号
収
支
分
析
を
行
う
旨
及
び
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
附

属
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
号
収
支
分
析
の
前
提
）

（
一
号
収
支
分
析
の
前
提
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
条
第
二
号
の
方
法
に
よ
る
分
析
（
以
下
「
決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
」
と
い

２

前
条
第
二
号
の
方
法
に
よ
る
分
析
（
以
下
「
決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
一
号
分
析
期
間
が
基
準
時
点
か
ら
少
な
く
と
も
十
年
間
の
分
析
（

う
。
）
の
前
提
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
し
な
け
れ
ば
な

以
下
「
決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
（
十
年
間
）
」
と
い
う
。
）
の
前
提
は
、
次
に

ら
な
い
。

規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
に
関
す
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
に
関
す
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合

に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
シ
ナ
リ
オ
を
含
み
、
か
つ
、
過
去
の
実
績

に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
シ
ナ
リ
オ
を
含
み
、
か
つ
、
過
去
の
実
績

等
か
ら
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
利
回
り
の
変
動
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

等
か
ら
合
理
的
に
予
測
さ
れ
る
利
回
り
の
変
動
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

。

。

イ

基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
が
一
号
分
析
期
間

イ

基
準
時
点
の
長
期
国
債
応
募
者
利
回
り
が
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
け

の
期
初
に
お
け
る
標
準
利
率
（
次
項
に
規
定
す
る
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に

る
標
準
利
率
（
次
項
に
規
定
す
る
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
け
る
標
準
利

お
け
る
標
準
利
率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
る
場
合

次
の
⑴
及
び

率
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
上
回
る
場
合

次
の
⑴
及
び
⑵
に
掲
げ
る
シ

⑵
に
掲
げ
る
シ
ナ
リ
オ

ナ
リ
オ
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⑴

無
リ
ス
ク
利
回
り
が
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
五
年
間
に
わ
た
り

⑴

無
リ
ス
ク
利
回
り
が
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
五
年
間
に
わ
た
り

毎
年
均
等
な
低
下
幅
を
も
っ
て
、
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）

毎
年
均
等
な
低
下
幅
を
も
っ
て
、
基
準
時
点
の
長
期
国
債
応
募
者
利
回
り

応
募
者
利
回
り
か
ら
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
け
る
標
準
利
率
に
ま
で

か
ら
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
け
る
標
準
利
率
に
ま
で
低
下
し
、
そ
の

低
下
し
、
そ
の
後
は
一
定
で
推
移
す
る
シ
ナ
リ
オ

後
は
一
定
で
推
移
す
る
シ
ナ
リ
オ

⑵

無
リ
ス
ク
利
回
り
が
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
、
基
準
時
点
の
利
付

⑵

無
リ
ス
ク
利
回
り
が
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
、
基
準
時
点
の
長
期

国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
か
ら
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（

国
債
応
募
者
利
回
り
か
ら
基
準
時
点
の
長
期
国
債
応
募
者
利
回
り
と
一
号

十
年
）
応
募
者
利
回
り
と
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
け
る
標
準
利
率
の

分
析
期
間
の
期
初
に
お
け
る
標
準
利
率
の
平
均
値
に
ま
で
低
下
し
、
そ
の

平
均
値
に
ま
で
低
下
し
、
そ
の
後
は
一
定
で
推
移
す
る
シ
ナ
リ
オ

後
は
一
定
で
推
移
す
る
シ
ナ
リ
オ

ロ

基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
が
一
号
分
析
期
間

ロ

基
準
時
点
の
長
期
国
債
応
募
者
利
回
り
が
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
け

の
期
初
に
お
け
る
標
準
利
率
以
下
で
あ
る
場
合

無
リ
ス
ク
利
回
り
が
、
一

る
標
準
利
率
以
下
で
あ
る
場
合

無
リ
ス
ク
利
回
り
が
、
一
号
分
析
期
間
の

号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
、
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者

期
初
以
降
、
基
準
時
点
の
長
期
国
債
応
募
者
利
回
り
の
ま
ま
推
移
す
る
シ
ナ

利
回
り
の
ま
ま
推
移
す
る
シ
ナ
リ
オ

リ
オ

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

四

一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営
方
針

四

一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営
方
針

の
変
更
又
は
関
係
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
。

の
変
更
又
は
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

５

第
三
項
第
一
号
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お

５

第
三
項
第
一
号
又
は
前
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お

け
る
標
準
利
率
を
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第

け
る
標
準
利
率
を
第
三
項
第
一
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
場
合
に
は
、
第
二
項
第

一
号
の
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
は
、
基
準
時
点
の

一
号
の
長
期
国
債
応
募
者
利
回
り
は
、
利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り

利
付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
及
び
基
準
時
点
の
利
付
国
庫
債
券
（
二

及
び
利
付
国
庫
債
券
（
二
十
年
）
応
募
者
利
回
り
の
平
均
と
み
な
す
も
の
と
す
る

十
年
）
応
募
者
利
回
り
の
平
均
と
み
な
す
も
の
と
す
る
。

。

６

決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
の
う
ち
一
号
分
析
期
間
が
全
期
間
の
分
析
の
前
提
は

（
新
設
）

、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
に
関
す
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

。イ

基
準
時
点
の
国
債
の
金
利
か
ら
見
込
ま
れ
る
将
来
の
金
利
で
推
移
す
る
シ

ナ
リ
オ

ロ

基
準
時
点
の
国
債
の
金
利
が
一
定
で
推
移
す
る
シ
ナ
リ
オ

ハ

イ
の
シ
ナ
リ
オ
に
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
る

シ
ナ
リ
オ
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ニ

ロ
の
シ
ナ
リ
オ
に
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
又
は
百
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
る

シ
ナ
リ
オ

二

基
準
時
点
の
翌
年
度
以
降
の
新
契
約
に
係
る
契
約
高
を
見
込
ま
な
い
こ
と
。

三

共
済
契
約
の
継
続
率
、
共
済
事
故
の
発
生
率
、
事
業
経
費
、
外
貨
建
資
産
の

資
産
運
用
収
益
、
資
産
配
分
等
資
産
運
用
の
状
況
、
割
戻
金
の
状
況
並
び
に
価

格
変
動
準
備
金
及
び
異
常
危
険
準
備
金
の
繰
入
れ
に
関
す
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
第

二
項
第
二
号
の
規
定
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

将
来
の
株
式
及
び
不
動
産
の
価
格
、
為
替
の
換
算
率
等
の
資
産
の
時
価
の
変

動
に
よ
る
損
益
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
準
ず
る
こ
と

。
五

一
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営
方
針

の
変
更
又
は
関
係
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
準
ず

る
こ
と
。

７

共
済
計
理
人
は
、
共
済
契
約
の
内
容
、
資
産
の
状
況
そ
の
他
の
共
済
事
業
の
特

６

共
済
計
理
人
は
、
共
済
契
約
の
内
容
、
資
産
の
状
況
そ
の
他
の
共
済
事
業
の
特

性
及
び
社
会
経
済
情
勢
の
動
向
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

性
及
び
社
会
経
済
情
勢
の
動
向
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は

、
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
の
前

、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
の
前
提
に
代
え
て

提
に
代
え
て
、
共
済
の
数
理
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
別
の
前
提
を
設
定
す
る
こ
と

、
共
済
の
数
理
に
照
ら
し
て
合
理
的
な
別
の
前
提
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
そ
の
旨
を
意
見
書
に
記
載

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
共
済
計
理
人
は
、
そ
の
旨
を
意
見
書
に
記
載
す
る
と
と
も

す
る
と
と
も
に
、
第
二
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
決
定
論
的
一
号

に
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
設
定
す
る
決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
の
前
提
に
代
え

収
支
分
析
の
前
提
に
代
え
て
別
の
前
提
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
の

て
別
の
前
提
を
設
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
附
属
報
告
書
に
記

根
拠
を
附
属
報
告
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
号
収
支
分
析
に
関
す
る
確
認
の
基
準
）

（
一
号
収
支
分
析
に
関
す
る
確
認
の
基
準
）

第
七
条

共
済
計
理
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

第
七
条

共
済
計
理
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
条
件
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

確
率
論
的
一
号
収
支
分
析
の
う
ち
一
号
分
析
期
間
が
基
準
時
点
か
ら
少
な
く

一

確
率
論
的
一
号
収
支
分
析
を
行
っ
た
場
合

作
成
し
た
す
べ
て
の
シ
ナ
リ
オ

と
も
十
年
間
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
確
率
論
的
一
号
収
支
分
析
（
十
年
間
）
」

の
う
ち
百
分
の
九
十
以
上
の
も
の
に
お
い
て
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の

と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合

作
成
し
た
全
て
の
シ
ナ
リ
オ
の
う
ち
百
分
の
九

五
年
間
の
す
べ
て
の
事
業
年
度
末
に
お
け
る
責
任
準
備
金
の
積
立
て
が
可
能
で

十
以
上
の
も
の
に
お
い
て
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
全
て
の

あ
る
こ
と
。

事
業
年
度
末
に
お
け
る
責
任
準
備
金
の
積
立
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。
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二

決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
（
十
年
間
）
を
行
っ
た
場
合

作
成
し
た
全
て
の

二

決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
を
行
っ
た
場
合

作
成
し
た
す
べ
て
の
シ
ナ
リ
オ

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
全
て
の
事
業

に
お
い
て
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
す
べ
て
の
事
業
年
度
末

年
度
末
に
お
け
る
責
任
準
備
金
の
積
立
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

に
お
け
る
責
任
準
備
金
の
積
立
て
が
可
能
で
あ
る
こ
と
。

三

一
号
収
支
分
析
の
う
ち
一
号
分
析
期
間
が
全
期
間
で
あ
る
も
の
（
以
下
「
一

（
新
設
）

号
収
支
分
析
（
全
期
間
）
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
場
合

全
期
間
に
わ
た
り

共
済
金
等
の
支
払
能
力
を
維
持
し
得
る
こ
と
。

２

共
済
計
理
人
は
、
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い

２

共
済
計
理
人
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
は
、
共
済

場
合
は
、
共
済
事
業
規
約
の
う
ち
共
済
掛
金
及
び
責
任
準
備
金
の
額
の
算
出
方
法

事
業
規
約
の
う
ち
共
済
掛
金
及
び
責
任
準
備
金
の
額
の
算
出
方
法
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
準
備
金
の
不
足
額
（
以
下
「
責

を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
準
備
金
の
不
足
額
（
以
下
「
責
任
準
備
金
不
足

任
準
備
金
不
足
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
解
消
に
必
要
な
額
を
追
加
的
な
責
任
準

相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
解
消
に
必
要
な
額
を
追
加
的
な
責
任
準
備
金
と
し
て
積

備
金
と
し
て
積
み
立
て
る
必
要
が
あ
る
旨
を
意
見
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

み
立
て
る
必
要
が
あ
る
旨
を
意
見
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

３

前
項
の
責
任
準
備
金
不
足
相
当
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当

３

前
項
の
責
任
準
備
金
不
足
相
当
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

確
率
論
的
一
号
収
支
分
析
（
十
年
間
）
を
行
っ
た
場
合

全
て
の
シ
ナ
リ
オ

一

確
率
論
的
一
号
収
支
分
析
を
行
っ
た
場
合

す
べ
て
の
シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て

に
つ
い
て
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
各
事
業
年
度
末
に
お
い

、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
各
事
業
年
度
末
に
お
い
て
資
産
が

て
資
産
が
責
任
準
備
金
を
下
回
る
額
の
現
在
価
値
の
最
大
値
を
計
算
し
た
全
て

責
任
準
備
金
を
下
回
る
額
の
現
在
価
値
の
最
大
値
を
計
算
し
た
す
べ
て
の
値
の

の
値
の
う
ち
上
位
百
分
の
十
を
除
い
た
残
り
の
値
に
お
い
て
最
大
と
な
る
値

う
ち
上
位
百
分
の
十
を
除
い
た
残
り
の
値
に
お
い
て
最
大
と
な
る
値

二

決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
（
十
年
間
）
を
行
っ
た
場
合

全
て
の
シ
ナ
リ
オ

二

決
定
論
的
一
号
収
支
分
析
を
行
っ
た
場
合

す
べ
て
の
シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て

に
つ
い
て
、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
各
事
業
年
度
末
に
お
い

、
一
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
の
五
年
間
の
各
事
業
年
度
末
に
お
い
て
資
産
が

て
資
産
が
責
任
準
備
金
を
下
回
る
額
の
現
在
価
値
の
最
大
値
を
計
算
し
た
値
の

責
任
準
備
金
を
下
回
る
額
の
現
在
価
値
の
最
大
値
を
計
算
し
た
値
の
最
大
値

最
大
値

４
～
６

（
略
）

４
～
６

（
略
）

７

共
済
計
理
人
は
、
一
号
収
支
分
析
（
全
期
間
）
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
一

（
新
設
）

号
分
析
期
間
の
期
末
に
お
け
る
資
産
の
額
か
ら
責
任
準
備
金
の
額
を
控
除
し
た
額

の
現
在
価
値
（
以
下
「
収
支
相
当
額
」
と
い
う
。
）
及
び
収
支
相
当
額
を
無
リ
ス

ク
利
回
り
に
関
す
る
シ
ナ
リ
オ
ご
と
に
合
計
し
た
額
を
附
属
報
告
書
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
号
収
支
分
析
の
前
提
）

（
三
号
収
支
分
析
の
前
提
）
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第
十
一
条

三
号
収
支
分
析
の
前
提
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定
し
な

第
十
一
条

三
号
収
支
分
析
の
前
提
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
は
、
三
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
、
基
準
時
点
の
利
付
国

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
は
、
三
号
分
析
期
間
の
期
初
以
降
、
基
準
時
点
の
長
期
国

庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
の
ま
ま
推
移
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

債
応
募
者
利
回
り
の
ま
ま
推
移
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

三
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営
方
針

七

三
号
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営
方
針

の
変
更
又
は
関
係
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
。

の
変
更
又
は
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
三
号
の
二
収
支
分
析
の
前
提
）

（
三
号
の
二
収
支
分
析
の
前
提
）

第
十
六
条

三
号
の
二
収
支
分
析
の
前
提
は
、
次
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
定

第
十
六
条

三
号
の
二
収
支
分
析
の
前
提
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
は
、
三
号
の
二
分
析
期
間
の
期
初
以
降
、
基
準
時
点
の
利

一

無
リ
ス
ク
利
回
り
は
、
三
号
の
二
分
析
期
間
の
期
初
以
降
、
基
準
時
点
の
長

付
国
庫
債
券
（
十
年
）
応
募
者
利
回
り
の
ま
ま
推
移
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

期
国
債
応
募
者
利
回
り
の
ま
ま
推
移
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
～
六

（
略
）

二
～
六

（
略
）

七

三
号
の
二
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営

七

三
号
の
二
分
析
期
間
の
期
初
に
お
い
て
、
既
に
実
施
し
て
い
る
事
業
の
運
営

方
針
の
変
更
又
は
関
係
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
反
映
す
る
こ
と

方
針
の
変
更
又
は
法
令
の
改
正
が
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
を
反
映
す
る
こ
と
。

。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）


